
○
内
閣
府
告
示
第
二
百
三
十
二
号

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号）

第
五
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
支
援
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で

同
条
第

、

、

三
項
の
規
定
に
基
づ
き

こ
れ
を
公
表
す
る。

、

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

株
式

会
社

民
間

資
金

等
活

用
事

業
推

進
機

構
支

援
基

準

株
式

会
社

民
間

資
金

等
活

用
事

業
推

進
機

構
（

以
下

「
機

構
」

と
い

う
。

）
が

特
定

選
定

事
業

等
支

援
の

業
務

の
実

施
並

び

に
特

定
選

定
事

業
等

支
援

の
対

象
と

な
る

事
業

者
及

び
当

該
特

定
選

定
事

業
等

支
援

の
内

容
を

決
定

す
る

に
当

た
っ

て
従

う
べ

き
基

準
は

、
次

の
１

か
ら

３
ま

で
の

い
ず

れ
の

事
項

も
満

た
す

こ
と

と
す

る
。

１
支

援
対

象
と

な
る

対
象

事
業

が
満

た
す

べ
き

基
準

機
構

が
特

定
選

定
事

業
等

支
援

を
行

お
う

と
す

る
対

象
事

業
者

に
よ

る
事

業
（

以
下

「
対

象
事

業
」

と
い

う
。

）
は

、
次

の
⑴

か
ら

⑶
ま

で
の

い
ず

れ
の

事
項

も
満

た
す

こ
と

と
す

る
。

そ
の

際
、

対
象

事
業

に
関

す
る

特
定

選
定

事
業

が
、

以
下

の
プ

ロ
セ

ス
を

経
た

も
の

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

こ
と

と
す



る
。

・
公

共
施

設
等

の
管

理
者

等
に

よ
り

公
平

性
及

び
透

明
性

の
確

保
の

観
点

か
ら

行
わ

れ
る

特
定

事
業

の
実

施
方

針
の

策
定

・
公

表
手

続

・
公

共
施

設
等

の
管

理
者

等
に

よ
り

公
平

性
及

び
透

明
性

の
確

保
の

観
点

か
ら

行
わ

れ
る

特
定

事
業

の
評

価
・

選
定

・
選

定
結

果
等

の
公

表
手

続

・
公

共
施

設
等

の
管

理
者

等
が

公
募

の
方

法
等

に
よ

り
民

間
事

業
者

を
選

定
す

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

民
間

事
業

者
に

よ
り

経
営

能
力

、
技

術
的

能
力

及
び

収
益

性
の

観
点

か
ら

行
わ

れ
る

検
討

等

⑴
公

共
性

・
公

益
性

対
象

事
業

が
、

地
域

経
済

の
活

性
化

を
含

む
我

が
国

経
済

の
成

長
力

強
化

に
寄

与
す

る
た

め
に

民
間

の
事

業
機

会
の

創

出
及

び
民

間
主

体
の

資
本

市
場

の
確

立
を

促
進

さ
せ

る
と

の
観

点
を

踏
ま

え
つ

つ
、

一
定

の
公

共
性

・
公

益
性

を
有

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

⑵
民

間
の

資
金

、
経

営
能

力
及

び
技

術
的

能
力

の
活

用

対
象

事
業

に
関

す
る

特
定

選
定

事
業

が
、

例
え

ば
、

次
の

①
か

ら
③

ま
で

の
よ

う
な

事
業

形
態

を
始

め
と

し
て

、
公

共



施
設

等
の

管
理

者
等

と
民

間
事

業
者

が
協

力
し

、
当

該
民

間
事

業
者

の
資

金
、

経
営

能
力

及
び

技
術

的
能

力
を

積
極

的
に

活
用

す
る

形
で

、
当

該
民

間
事

業
者

が
公

共
施

設
等

の
整

備
等

の
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

公
共

施
設

等
の

効
率

的
・

効
果

的
な

整
備

等
を

実
現

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

①
公

共
施

設
等

運
営

権
の

活
用

公
共

施
設

等
運

営
権

に
基

づ
き

公
共

施
設

等
の

運
営

等
を

民
間

事
業

者
が

行
う

こ
と

に
よ

り
、

自
由

度
の

高
い

事
業

運
営

を
可

能
と

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

②
附

帯
収

益
事

業
の

活
用

民
間

事
業

者
が

、
例

え
ば

、
次

の
ア

又
は

イ
の

よ
う

に
、

公
共

施
設

等
の

一
部

や
余

剰
部

分
等

を
活

用
し

て
附

帯
事

業
で

あ
る

収
益

事
業

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
公

共
施

設
等

の
整

備
等

の
事

業
に

寄
与

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
公

共
施

設

等
の

管
理

者
等

が
特

定
選

定
事

業
の

効
率

的
・

効
果

的
な

実
施

の
た

め
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
も

の
。

ア
合

築
型

事
業

公
共

施
設

等
と

民
間

収
益

施
設

等
と

の
合

築
建

築
の

場
合

に
お

い
て

民
間

事
業

者
が

実
施

す
る

民
間

収
益

施
設

等

の
整

備
等

の
事

業
で

あ
っ

て
、

公
共

施
設

等
の

管
理

者
等

が
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

も
の

。



イ
併

設
型

事
業

併
設

等
の

形
態

に
よ

り
民

間
事

業
者

が
実

施
す

る
民

間
収

益
施

設
等

の
整

備
等

の
事

業
で

あ
っ

て
、

公
共

施
設

等

の
管

理
者

等
が

特
定

選
定

事
業

の
実

施
に

資
す

る
と

認
め

る
も

の
。

③
公

的
不

動
産

の
有

効
活

用
な

ど
民

間
事

業
者

に
よ

る
提

案
の

活
用

民
間

事
業

者
の

提
案

に
基

づ
き

、
当

該
民

間
事

業
者

が
公

的
不

動
産

を
有

効
利

用
す

る
な

ど
の

形
で

、
公

共
施

設
等

の
整

備
等

の
事

業
と

民
間

収
益

施
設

等
の

整
備

等
の

事
業

と
を

一
体

的
に

実
施

す
る

こ
と

等
に

よ
り

、
公

共
施

設
等

の

管
理

者
等

と
当

該
民

間
事

業
者

が
協

力
し

て
、

付
加

価
値

の
一

層
高

い
事

業
実

施
を

可
能

と
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

公

共
施

設
等

の
管

理
者

等
が

特
定

選
定

事
業

の
効

率
的

・
効

果
的

な
実

施
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

も
の

。

⑶
収

益
面

に
お

け
る

出
融

資
等

適
合

性

対
象

事
業

が
、

次
の

①
か

ら
④

ま
で

の
い

ず
れ

の
事

項
も

満
た

す
こ

と
。

①
効

率
的

・
効

果
的

な
事

業
と

見
込

ま
れ

る
こ

と

対
象

事
業

が
、

効
率

的
・

効
果

的
な

事
業

で
あ

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
。

②
適

切
な

事
業

計
画

で
あ

る
こ

と



対
象

事
業

の
事

業
計

画
及

び
資

金
計

画
が

、
長

期
に

わ
た

り
安

定
的

な
収

入
が

見
込

ま
れ

る
等

、
適

切
な

内
容

で
あ

る
こ

と
。

③
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

か
ら

の
十

分
な

資
金

供
給

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

民
間

金
融

機
関

・
民

間
投

資
家

等
か

ら
の

十
分

な
直

接
又

は
間

接
の

投
融

資
に

よ
る

資
金

供
給

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
。

④
出

融
資

等
を

行
う

資
金

の
回

収
の

蓋
然

性
が

高
い

と
見

込
ま

れ
る

こ
と

機
構

の
支

援
開

始
後

一
定

期
間

内
に

、
出

融
資

等
を

行
う

資
金

の
適

切
な

回
収

が
可

能
と

な
る

蓋
然

性
が

高
い

と
見

込
ま

れ
る

こ
と

。

２
特

定
選

定
事

業
等

支
援

の
全

般
に

つ
い

て
機

構
が

満
た

す
べ

き
事

項

機
構

が
特

定
選

定
事

業
等

支
援

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
、

対
象

事
業

に
関

す
る

公
共

施
設

等
の

整
備

等
に

長
期

間
を

要
す

る
と

い
っ

た
特

性
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
長

期
に

わ
た

り
安

定
的

な
業

務
運

営
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

必
要

な
事

項
は

、

次
の

⑴
か

ら
⑺

の
い

ず
れ

の
事

項
も

満
た

す
こ

と
と

す
る

。

ま
た

、
機

構
は

、
国

の
政

策
目

的
を

実
現

す
る

た
め

、
公

的
な

資
金

を
原

資
と

し
て

特
定

選
定

事
業

等
支

援
を

行
う

こ
と



か
ら

、
そ

の
設

立
趣

旨
に

厳
に

即
し

た
出

融
資

等
を

行
う

と
と

も
に

、
国

の
政

策
目

的
に

即
し

た
出

融
資

等
業

務
の

実
施

状

況
及

び
当

該
政

策
目

的
の

達
成

状
況

等
に

つ
い

て
、

監
督

官
庁

で
あ

り
出

資
者

で
あ

る
国

と
の

間
で

、
常

時
、

密
接

に
意

見

交
換

を
行

う
た

め
の

態
勢

を
構

築
す

る
も

の
と

す
る

。

⑴
出

融
資

等
業

務
全

体
と

し
て

の
長

期
収

益
性

の
確

保

特
定

選
定

事
業

等
支

援
を

通
じ

て
得

ら
れ

る
総

収
入

額
が

、
少

な
く

と
も

、
機

構
の

業
務

期
間

全
体

で
必

要
な

総
支

出

額
（

出
資

者
に

対
す

る
適

切
な

配
当

を
含

む
。

）
を

上
回

る
よ

う
に

、
事

業
年

度
毎

に
進

捗
状

況
を

適
宜

評
価

し
つ

つ
、

長
期

収
益

性
を

確
保

す
る

こ
と

に
努

め
る

こ
と

。

⑵
出

融
資

等
業

務
全

体
と

し
て

の
分

散
出

融
資

等

特
定

選
定

事
業

等
支

援
の

対
象

事
業

が
、

特
定

の
事

業
分

野
等

に
過

度
に

偏
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

適
切

な
分

散
出

融

資
等

を
行

う
こ

と
に

努
め

る
こ

と
。

⑶
個

別
出

融
資

等
案

件
に

関
す

る
規

律
の

確
保

個
別

の
特

定
選

定
事

業
等

支
援

案
件

に
つ

い
て

、
公

共
施

設
等

の
管

理
者

等
、

民
間

金
融

機
関

・
民

間
投

資
家

等
そ

の

他
の

関
係

者
と

連
携

し
つ

つ
、

中
長

期
的

な
観

点
及

び
事

業
年

度
毎

の
短

期
的

な
観

点
か

ら
事

業
・

収
支

計
画

及
び

経
営



体
制

の
精

査
、

支
援

開
始

後
の

公
共

施
設

等
の

稼
働

状
況

等
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

並
び

に
事

業
悪

化
時

に
お

け
る

当
該

関
係

者
と

連
携

し
た

対
応

等
を

適
切

に
実

施
し

、
事

業
の

安
定

性
と

長
期

収
益

性
の

確
保

を
厳

格
に

目
指

す
等

、
規

律
あ

る
出

融
資

等
を

行
う

こ
と

。

⑷
運

用
の

透
明

性

特
定

選
定

事
業

等
支

援
の

対
象

事
業

に
つ

い
て

の
対

象
事

業
者

、
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

そ
の

他
の

関
係

者

と
の

間
に

お
け

る
情

報
の

適
正

な
取

扱
い

に
留

意
し

つ
つ

、
①

当
該

対
象

事
業

に
関

す
る

公
共

施
設

等
の

稼
働

状
況

、
②

当
該

公
共

施
設

等
の

稼
働

の
前

提
と

な
る

重
要

な
許

認
可

・
免

許
、

重
要

な
契

約
に

係
る

契
約

条
件

の
状

況
、

③
そ

の
他

当
該

公
共

施
設

等
の

整
備

等
に

起
因

す
る

様
々

な
リ

ス
ク

等
に

つ
い

て
十

分
な

情
報

開
示

に
努

め
る

と
と

も
に

、
機

構
又

は
機

構
が

行
う

出
融

資
等

の
対

象
と

な
る

対
象

事
業

者
に

対
し

て
投

融
資

す
る

民
間

金
融

機
関

・
民

間
投

資
家

等
に

対
す

る
必

要
な

説
明

を
適

時
適

切
に

行
う

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

運
用

の
透

明
性

を
確

保
す

る
こ

と
。

⑸
個

別
出

融
資

等
案

件
に

お
け

る
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

の
補

完

個
別

の
特

定
選

定
事

業
等

支
援

案
件

に
つ

い
て

、
機

構
が

我
が

国
に

お
け

る
特

定
選

定
事

業
に

係
る

資
金

を
調

達
す

る

こ
と

が
で

き
る

民
間

主
体

の
資

本
市

場
の

確
立

を
促

進
す

る
た

め
に

先
導

的
な

出
融

資
等

を
行

う
と

の
視

点
を

十
分

に
踏



ま
え

、
当

該
特

定
選

定
事

業
等

支
援

の
対

象
事

業
の

資
金

ニ
ー

ズ
に

対
す

る
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

の
投

融
資

を
補

完
す

る
と

と
も

に
、

当
該

特
定

選
定

事
業

等
支

援
の

収
益

目
標

が
類

似
の

民
間

金
融

機
関

・
民

間
投

資
家

等
の

収
益

目
標

と
比

較
し

て
著

し
く

異
な

ら
な

い
よ

う
に

す
る

等
、

類
似

の
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

の
活

動
を

不
当

に
妨

げ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。

⑹
責

任
あ

る
出

融
資

等
執

行
体

制
の

整
備

類
似

の
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

の
慣

行
を

踏
ま

え
、

機
構

の
役

職
員

の
賞

与
等

に
機

構
の

業
績

、
対

象
事

業

者
の

業
績

等
を

反
映

さ
せ

る
等

、
特

定
選

定
事

業
等

支
援

を
行

う
機

構
の

役
職

員
が

責
任

を
も

っ
て

業
務

を
行

う
出

融
資

等
執

行
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。

⑺
東

日
本

大
震

災
か

ら
の

復
興

へ
の

配
慮

特
定

選
定

事
業

等
支

援
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
東

日
本

大
震

災
か

ら
の

復
興

に
向

け
て

被
災

地
域

等
に

お
い

て
行

わ

れ
る

特
定

選
定

事
業

の
推

進
に

配
慮

す
る

こ
と

。

３
出

融
資

等
手

法
に

関
す

る
事

項

⑴
間

接
出

資
に

関
す

る
事

項



①
支

援
対

象
と

な
る

対
象

事
業

者
の

選
定

に
関

す
る

事
項

機
構

は
、

次
に

掲
げ

る
全

て
の

事
項

を
満

た
す

特
定

選
定

事
業

を
支

援
す

る
事

業
者

（
以

下
「

特
定

選
定

事
業

支
援

事
業

者
」

と
い

う
。

）
を

、
間

接
出

資
の

支
援

対
象

と
な

る
対

象
事

業
者

と
し

て
選

定
す

る
も

の
と

す
る

。

ア
公

的
な

資
金

を
原

資
と

し
て

特
定

選
定

事
業

等
支

援
を

受
け

る
こ

と
に

か
ん

が
み

、
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

が
上

記
１

に
規

定
す

る
事

項
を

遵
守

す
る

と
と

も
に

、
一

定
の

経
営

の
安

定
性

を
有

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
業

務
遂

行
に

必
要

な
能

力
・

経
験

を
備

え
た

担
当

者
を

配
置

し
、

利
益

相
反

管
理

を
含

む
適

切
か

つ
十

分
な

内
部

管
理

体
制

を
構

築
し

、
特

定
選

定
事

業
の

支
援

を
確

実
に

実
施

す
る

経
営

体
制

を
確

保
す

る
等

、
適

切
な

経
営

責
任

を
果

た
す

見
込

み
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

イ
民

間
の

資
金

、
経

営
能

力
及

び
技

術
的

能
力

の
積

極
的

な
活

用
及

び
経

営
の

規
律

保
持

を
図

る
た

め
、

当
該

特
定

選
定

事
業

支
援

事
業

者
が

次
の

い
ず

れ
か

の
事

項
を

満
た

す
も

の
で

あ
る

こ
と

。

(
ア

)
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

の
出

資
構

成
に

つ
い

て
、

機
構

以
外

の
者

か
ら

の
出

資
の

合
計

額
が

原
則

と
し

て
機

構
の

出
資

額
以

上
と

な
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

(
イ

)
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

が
投

融
資

を
行

う
対

象
と

な
る

特
定

選
定

事
業

を
実

施
す

る
事

業
者

の
出



資
構

成
に

つ
い

て
、

当
該

特
定

選
定

事
業

支
援

事
業

者
以

外
の

者
か

ら
の

出
資

の
合

計
額

が
原

則
と

し
て

当
該

特
定

選
定

事
業

支
援

事
業

者
の

出
資

額
以

上
と

な
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

ウ
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

に
対

す
る

機
構

の
出

資
に

つ
い

て
、

あ
ら

か
じ

め
約

し
た

出
資

金
額

の
枠

内
で

、
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

か
ら

の
資

金
要

求
に

応
じ

て
、

そ
の

都
度

払
い

込
む

も
の

で
あ

る
こ

と
が

契
約

に
お

い
て

明
ら

か
に

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

②
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

に
対

す
る

要
求

等
の

対
応

に
関

す
る

事
項

機
構

は
、

次
に

掲
げ

る
方

法
に

よ
り

、
支

援
対

象
と

な
る

特
定

選
定

事
業

支
援

事
業

者
が

本
支

援
基

準
に

規
定

す
る

事
項

に
即

し
て

特
定

選
定

事
業

の
支

援
を

行
っ

て
い

る
か

否
か

を
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

と
の

契
約

等
に

基
づ

く

報
告

要
求

、
調

査
等

を
通

じ
て

確
認

す
る

と
と

も
に

、
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

に
対

す
る

必
要

な
要

求
等

の

適
切

な
対

応
を

行
う

も
の

と
す

る
。

ア
報

告
の

要
求

等

機
構

は
、

定
期

的
に

、
又

は
必

要
に

応
じ

て
、

当
該

特
定

選
定

事
業

支
援

事
業

者
で

あ
っ

て
そ

の
業

務
を

執
行

す

る
者

（
以

下
「

業
務

執
行

者
」

と
い

う
。

）
に

対
し

事
務

の
処

理
の

状
況

そ
の

他
の

事
項

に
関

し
報

告
を

求
め

、
又



は
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

の
業

務
及

び
財

産
の

状
況

を
調

査
確

認
す

る
も

の
と

す
る

。

イ
そ

の
他

の
必

要
な

対
応

機
構

は
、

特
定

選
定

事
業

等
支

援
を

円
滑

か
つ

確
実

に
実

施
す

る
観

点
か

ら
、

必
要

に
応

じ
て

、
当

該
特

定
選

定

事
業

支
援

事
業

者
に

対
し

、
そ

の
他

の
適

切
な

要
求

等
を

行
う

も
の

と
し

、
当

該
特

定
選

定
事

業
支

援
事

業
者

が
当

該
要

求
等

に
従

わ
な

い
と

き
は

、
業

務
執

行
者

の
解

任
の

提
案

等
の

適
切

な
対

応
を

行
う

も
の

と
す

る
。

⑵
直

接
出

資
に

関
す

る
事

項

機
構

は
、

対
象

事
業

（
特

定
選

定
事

業
を

投
融

資
に

よ
り

支
援

す
る

事
業

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）

が
上

記
１

に
規

定

す
る

事
項

を
満

た
し

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

に
よ

る
匿

名
組

合
、

投
資

事
業

有
限

責
任

組
合

等
を

経
由

し
た

間
接

投
融

資
が

当
該

対
象

事
業

に
対

し
て

十
分

に
行

わ
れ

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
当

該
対

象
事

業
に

関
す

る
民

間
金

融
機

関
・

民
間

投
資

家
等

の
出

資
の

意
向

、
地

域
の

実
情

、
事

業
分

野
を

め
ぐ

る
状

況
等

を
十

分
把

握
し

、
そ

れ
ら

を
勘

案
し

て
必

要
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
当

該
対

象
事

業
を

実
施

す
る

対
象

事
業

者
に

対
し

直
接

出
資

（
原

則
と

し
て

優
先

株
式

の
取

得
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
機

構
は

、
次

に
掲

げ
る

全
て

の
事

項
を

満
た

す
も

の
と

す
る

。



①
公

的
な

資
金

を
原

資
と

し
て

特
定

選
定

事
業

等
支

援
を

受
け

る
こ

と
に

か
ん

が
み

、
対

象
事

業
者

が
上

記
１

に
規

定

す
る

事
項

を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

公
共

施
設

等
の

整
備

等
の

能
力

を
有

し
、

一
定

の
経

営
の

安
定

性
を

有
す

る
も

の

で
あ

っ
て

、
業

務
遂

行
に

必
要

な
能

力
・

経
験

を
備

え
た

担
当

者
を

配
置

し
、

利
益

相
反

管
理

を
含

む
適

切
か

つ
十

分

な
内

部
管

理
体

制
を

構
築

し
、

対
象

事
業

を
確

実
に

実
施

す
る

経
営

体
制

を
確

保
す

る
等

、
適

切
な

経
営

責
任

を
果

た

す
見

込
み

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

②
民

間
の

資
金

、
経

営
能

力
及

び
技

術
的

能
力

の
積

極
的

な
活

用
並

び
に

経
営

の
規

律
保

持
を

図
る

た
め

、
当

該
対

象

事
業

者
の

出
資

構
成

に
つ

い
て

は
、

機
構

以
外

の
者

か
ら

の
出

資
の

合
計

額
が

原
則

と
し

て
機

構
の

出
資

額
以

上
と

な

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

⑶
融

資
等

に
関

す
る

事
項

機
構

は
、

上
記

３
⑴

又
は

⑵
に

準
じ

て
、

融
資

等
（

原
則

と
し

て
劣

後
貸

付
け

又
は

劣
後

債
券

の
取

得
に

よ
る

も
の

と

す
る

。
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。

(
注

)
こ

の
支

援
基

準
に

お
け

る
用

語
の

う
ち

、
「

特
定

選
定

事
業

」
と

は
、

選
定

事
業

で
あ

っ
て

、
利

用
料

金
を

徴
収

す
る

公
共

施
設

等
の

整
備

等
を

行
い

、
利

用
料

金
の

み
を

自
ら

の
収

入
と

し
て

収
受

す
る

事
業

又
は

利
用

料
金

に
加

え
特

定
選



定
事

業
に

要
す

る
費

用
に

相
当

す
る

金
額

の
一

部
と

し
て

公
共

施
設

等
の

管
理

者
等

か
ら

支
払

わ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
も

自
ら

の
収

入
と

し
て

収
受

す
る

事
業

を
い

う
。

ま
た

、
そ

の
他

用
語

の
う

ち
、

民
間

資
金

等
の

活
用

に
よ

る
公

共
施

設
等

の
整

備
等

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1

年
法

律
第

1
1
7
号

）
に

お
い

て
定

義
が

定
め

ら
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

の
例

に
よ

る
。


